
平成 29 年度第 2回保安検査（再処理施設）における指摘事項に係る 

事業者対応方針の改定について 

 
１．はじめに 

平成 29年度第 2回保安検査（再処理施設）における指摘事項に係る事業者対

応方針（資料 1）を 9 月 26 日に提出し、その後、設備を管理下に置くための活

動を実施していく中で、より抜けなく合理的な方法を検討してきた。 

その結果、設備を管理下に置く活動は、これまで安全上重要な設備を優先して

10月末までに、安全上重要な設備以外の設備を 12月末までに実施する方針とし

ていたが、現場にある全ての設備を抜けなく確認するため設備を区分することな

く部屋単位、エリア単位で網羅的に確認していく方針に変更する。また、設備を

継続的に維持・管理するために、以下に示す STEP1～3に区分して本活動を段階

的に実施していくこととし、設備を全て把握し、その設備の状態が把握できた段

階（STEP1）が、設備が維持管理された状態の第一段階であると考える。STEP2，

3については、継続してしゅん工までに実施することとし、設備の健全性を継続

的に維持するとともに保守管理を実施していく。 

STEP1：設備を全て把握し、設備の状態を確認するとともに保守管理計画が

あるかどうかを確認する。 

STEP2：設備を適切に維持・管理する観点で保守管理計画が適切なものとな

っているか再確認する。 

STEP3：全設備に対する保守管理計画を策定し、設備の健全性を継続的に維

持・管理する。 

再処理施設および廃棄物管理施設の全設備について、12 月末までに STEP1 を

実施し、引き続き STEP2，3の取り組みに着手する。なお、安全上重要な設備を

含む部屋等の STEP1については、11月中の終了を目標とするとともに、その後、

速やかに STEP2，3の取り組みに着手する。 

また、北陸電力（株）志賀原子力発電所での雨水流入事象に係る指示文書を受

けた再調査については、設備を管理下に置く活動の一環として実施していくとと

もに、貫通部に対する止水措置の妥当性確認について、評価に使用できる記録類

を掘り下げ、視点をより深くして評価を行っていること、評価にあたっては複数

の目でチェックしていること等により、調査終了時期を 10月末から 12月末へ変

更する。 

以上を踏まえ、以下のとおり事業者対応方針（資料 1）を改定する。 
 
２．設備を管理下に置く活動について【1.(4)a.(d)】 

設備を管理下に置く活動は、当初計画していた設計図書をベースに作成した機

器リストを用いた現場確認から、現場確認をベースとした全設備の把握に方向性

を見直した。また、現在の事業者対応方針では、「安全上重要な設備を優先して

10 月末までに全数把握、健全性確認および保守管理計画の策定を実施する」こ
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ととしているが、これまで実施してきた現場確認の結果を踏まえ、設備を抜けな

く確認するため、安全上重要な設備とそれ以外を区分せず、建屋内は部屋単位、

屋外は区画単位で確認を行う方針とした。これを踏まえ、安全上重要な設備を優

先して 10 月末までに確認するという記載を削除し、「12 月末までに再処理施設

の全設備の全数把握、状態確認を実施するとともに、保守管理計画の状況を確認

し再処理施設の全設備を管理下に置く。その後、保守管理計画の策定を実施して

いく」との記載に変更し、「安全上重要な設備を含む部屋等については、11 月中

の終了を目標とする。」ことを記載する。また、事業者対応方針へは記載しない

が、冬期の積雪による影響を考慮して、屋外を優先して進めていくものとする。 
なお、これまで実施した現場確認では、電線管、スピーカ、配管、ダクト、煙

感知器などが管理が不明確な設備として確認されている。 
 

３．志賀雨水再調査について【1.(4)d.(c)】 

現行の事業者対応方針では、「再調査は、・・・対象となる貫通部に対して直接

目視確認またはファイバースコープ等による確認を実施し、10 月末までに原子

力規制委員会へ報告する」，「直接目視確認のために干渉物等の撤去が必要な貫通

部については、確認および監視の計画を取りまとめ、上記の報告にあわせて報告

する」としている。今回、貫通部に対する現場確認実施後の評価について、設備

を管理下に置く活動の一環として実施していくとともに、貫通部に対する止水措

置の妥当性確認について、評価に使用できる記録類を掘り下げ、施工当時の記録

を可能な限り入手するなど、視点をより深くして評価を行っていること、評価に

あたっては確認責任者や雨水対応会議による複数の目でチェックしていること、

および再調査にあわせて実施することとした漏えい痕等、壁貫通部周辺の詳細状

況の調査において、原因特定のために痕跡成分の分析を行っていること等により、

10 月末までとしている期限を 12 月末までとする。また、直接目視確認のために

干渉物等の撤去が必要な貫通部についての調査もこの期間内に完了させること

とし、その結果についてあわせて報告することとする。 
 

４．廃棄物管理施設を対象としていることの明確化 

資料 1 については、再処理施設の保安検査等の指摘を踏まえた事業者対応方

針であるが、再処理施設だけではなく廃棄物管理施設を含む再処理事業部として

取り組んでいる。現在の事業者対応方針ではこれが明確ではないため、対象施設

に廃棄物管理施設を追加し、明確化する。 
例） 
○【1.(4)a.(d)】再処理施設 

 ⇒章立てを分けて廃棄物管理施設を追加 
【1.(4)a.(d-1)】再処理施設 【1.(4)a.(d-2)】廃棄物管理施設  

 
 



５．その他進捗の反映 

その他の部分についても、9 月末までに策定することとした計画書等について、

実績を反映できる部分については実績を反映する。 
例） 
○【1.(4)b.(a)】「巡視・点検の必要な箇所に漏れがないかを確認し、必要に応

じて巡視・点検等のマニュアルを改定」（10 月末から順次 12 月末まで）⇒改

定後：（12月末まで）  

  なお、巡視・点検マニュアルの再確認については、10 月末までとしていた

安全上重要な設備の全数把握を踏まえて実施する予定であったが、安全上重要

な設備を区分しないこととしたことから、10月末からとの期間を削除する。 

○【1.(4)d.(e)】「・・・漏えい痕等、壁貫通部周辺の詳細状況の調査を追加し

て実施することとし、9月末までに再調査の計画を改定する。計画の改定1は、

技術課長が作成し、雨水対応会議における確認の後、各部長および再処理工場

長が審査し、再処理事業部長が承認する。再処理事業部長は、承認に当たり、

保安上の妥当性について再処理安全委員会における審議を受ける。さらに、計

画書は、品質・保安会議において審議し、再処理事業部長は、審議結果を尊重

して承認する。」（9 月 28 日改定済み）（新規記載） 
 

６．平成 29 年 10月 23 日に発生した災害の影響について 

 平成 29 年 10 月 23 日に発生した重大な災害（一般共同溝における開口部から

の墜落事象）を受け、再発防止の水平展開を図るために、事象発生後、速やかに

貫通部再調査に係る全ての現場作業を一時中断した。今後、一般共同溝における

全数把握、健全性確認作業および雨水再調査の現場確認作業については安全対策

が施されるまで中断し、その他の場所における作業については、不安全箇所がな

いことを事前に確認したうえで適宜実施する計画としている。 
 また、10 月 24 日から 11 月 24 日までを「不安全箇所撲滅キャンペーン」期

間として設定し、事象の周知・徹底や、墜落災害の危険性がある場所のパトロー

ルを行なうこととしている。 
 安全の確保が最優先であり、上記に伴い、設備を管理下に置く活動および志賀

雨水再調査計画の進捗に影響が生じた場合には、必要に応じて、計画を見直すこ

ととする。 
 

以 上 
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